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毎月１日・１５日発行

平成 27年（2015年）

５／１　号
No. 1142

《
今
号
の
主
な
内
容
》

・　

年
度
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す 

２
面

２７
・
特
約
保
養
施
設
・
元
気
回
復
施
設
を
ご
利
用
く
だ
さ
い 

３
面

・
民
生
委
員
・
児
童
委
員
を
紹
介
し
ま
す 

４
面

・
東
久
留
米
駅
か
ら
公
立
昭
和
病
院
へ
の
バ
ス
路
線
が
開
通
し
ま
し
た 
５
面

・
環
境
美
化
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す 
６
面

・「
ふ
る
さ
と
マ
ッ
プ
東
久
留
米
の
文
化
財
２
０
１
５
」
が
完
成
し
ま
し
た 
９
面

・
東
久
留
米
駅
１
０
０
周
年
記
念
展
示
と
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
を
開
催
し
ま
す 
　
面
１１

・
肺
が
ん
検
診
を
実
施
し
ま
す 

　
面
１２

〈単身の場合〉 　B、Cの例では実質的な収入が280万円より少ないことから、１割負担に戻す

〈２人以上の場合〉 　Eの例では世帯収入が346万円より少ないことから、１割負担に戻す

】円万082入収金年【 Ａ
⇒ ２割

〈雑所得〉
160万円

（公的年金等控除後）

〈雑所得〉
160万円

（公的年金等控除後）

〈雑所得〉
160万円

（公的年金等控除後）

〈事業所得〉
160万円

（必要経費控除後）

〈給与所得〉
160万円

（給与所得控除後）

年金収入
280万円

世帯の年金収入
346万円

配偶者年金
収入 66万円

本人年金収入
280万円

本人年金収入
280万円

どのケースも
合計所得金額
160万円

年金収入
79万円

事業所得
160万円

年金収入
79万円

給与所得
160万円

どのケースも
合計所得金額
160万円

B【基礎年金79万円＋事業
　  所得160万円＝239万円】

⇒ １割

】みの円万082入収金年の人本【 E
⇒ 本人１割、配偶者１割

C【基礎年金79万円＋給与
　  所得160万円＝239万円】

⇒ １割

D【 本人：年金収入280万円+配偶者：
　　基礎年金66万円（平均受給額） 】
　　　⇒　 本人２割、　配偶者１割

一
定
所
得
以
上
の
方

一
定
所
得
以
上
の
方
はは

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
時時

の
自
己
負
担
が
２
割

の
自
己
負
担
が
２
割
にに

　
　
歳
以
上（
第
１
号
被
保
険
者
）

６５
の
方
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
と
き
の
自
己
負
担
は
原
則
１

割
で
す
が
、　

年
８
月
か
ら
、
一

２７

定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
に
つ
い

て
は
、
自
己
負
担
が
２
割
に
な
り

ま
す
。

　
自
己
負
担
が
２
割
に
な
る
方
は
、

本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
１
６
０

万
円
以
上
（
公
的
年
金
収
入
に
換

算
す
る
と
２
８
０
万
円
以
上
）
の

方
で
す
。
た
だ
し
、
年
金
収
入
と

そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
の
合
計

が
単
身
で
２
８
０
万
円
未
満
、　
６５

歳
以
上
（
第
１
号
被
保
険
者
）
の

方
が
２
人
以
上
い
る
世
帯
で
は
世

帯
の
合
計
が
３
４
６
万
円
未
満
の

場
合
は
、
自
己
負
担
が
１
割
の
ま

ま
に
な
り
ま
す
（
図
１
参
照
）。

　
※
自
己
負
担
割
合
の
判
定
例
は

図
２
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
介
護
保
険
負
担
割
合
証

　
要
介
護
認
定
を
受
け
た
全
て
の

方
に
利
用
者
の
負
担
割
合
が
記
載

さ
れ
た
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証

　
今
回
の
介
護
保
険
制
度
の
改
正
で
は
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ

た
地
域
で
生
活
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
介
護
・
医
療
・
生
活

支
援
・
介
護
予
防
の
充
実
や
、
制
度
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の

費
用
負
担
の
公
平
化
が
図
ら
れ
ま
す
。
制
度
改
正
に
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
保
険
係
お
よ
び
地
域
ケ
ア
係
☎
４
７

０
・
７
８
１
８
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
係
☎
４
７
０
・
７
７
５
０
へ
。

（
※
１
）」が
発
行
さ
れ
ま
す
。　
２７

年
８
月
か
ら
、「
介
護
保
険
被
保
険

者
証
」
と
と
も
に
介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
時
に
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
（
※
１
）有
効
期
間
は
毎
年
８
月

１
日
～
翌
年
７
月　
日
で
す
。
自

３１

己
負
担
割
合
の
判
定
お
よ
び
介
護

保
険
負
担
割
合
証
の
送
付
は
、
７

月
中
旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

高高
額
サ
ー
ビ
ス
費

額
サ
ー
ビ
ス
費
のの

上
限
を
引
き
上

上
限
を
引
き
上
げげ

　
１
カ
月
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
自

己
負
担
額
（
利
用
者
負
担
額
）
が

一
定
の
上
限
を
超
え
た
場
合
は
、

超
え
た
額
が
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
と
し
て
給
付
さ
れ
ま
す
。

　
利
用
者
負
担
限
度
額
の
上
限
は

　
年
８
月
か
ら
、
医
療
保
険
制
度

２７に
お
け
る
現
役
並
み
所
得
者
に
相

当
す
る
方
が
世
帯
で
３
万
７
２
０

０
円
（
月
額
）
か
ら
４
万
４
４
０

０
円
（
月
額
）
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
（
図
３
参
照
）。

　
な
お
、「
現
役
並
み
所
得
者
相
当

の
方
」
以
外
の
方
の
限
度
額
は
変

更
あ
り
ま
せ
ん
。

特
定
入
所
者
介
護
サ

特
定
入
所
者
介
護
サ
ーー

ビ
ス
ビ
ス
費費
（（
負
担
限
度
額

負
担
限
度
額
））

の
支
給
要
件
を
変

の
支
給
要
件
を
変
更更

　
介
護
保
険
施
設
利
用
時
の
居
住

費
と
食
費
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の

利
用
を
含
む
）
に
つ
い
て
、
所
得

　
同
計
画
は
、
第
５
期
の
計
画

を
踏
ま
え
、　

年
度
～　
年
度

２７

２９

の
３
年
間
の
「
市
の
高
齢
者
に

関
す
る
諸
施
策
の
方
向
性
」
を

示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
団
塊

の
世
代
の
方
が　
歳
以
上
と
な

７５

る
平
成　
年
に
は
、
市
の
総
人

３７

口
に
占
め
る　
歳
以
上
の
高
齢

６５

者
人
口
の
割
合
が
約
３
割
と
予

測
さ
れ
る
超
高
齢
社
会
を
念
頭

に
、
中
長
期
的
な
視
点
を
示
す

も
の
と
し
て
策
定
し
て
い
ま
す
。

　
同
計
画
書
は
、
介
護
福
祉
課

（
市
役
所
１
階
）、市
政
情
報
コ

ー
ナ
ー
（
同
２
階
）
の
ほ
か
、

５
月
上
旬
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
保
険

係
お
よ
び
地
域
ケ
ア
係
☎
４
７

０
・
７
８
１
８
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
係
☎
４
７
０
・
７
７
５
０
へ
。

図２　自己負担割合の判定例

の
低
い
世
帯
（
市
民
税
・
都
民
税

が
非
課
税
の
世
帯
）
の
方
は
所
得

に
応
じ
て
自
己
負
担
の
限
度
額
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、　

年
８

２７

月
か
ら
支
給
要
件
に
次
の
項
目
が

追
加
さ
れ
ま
す
。

　
①
住
民
票
上
の
世
帯
が
異
な
る

（
世
帯
分
離
し
て
い
る
）
場
合
の

配
偶
者
が
市
民
税
・
都
民
税
非
課

税
者
で
あ
る
こ
と

　
②
預
貯
金
な
ど
が
単
身
で
１
０

０
０
万
円
以
下
、
夫
婦
で
２
０
０

０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

　
③　
年
８
月
か
ら
非
課
税
年
金

２８

（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
）
を
収

入
と
し
て
算
定

所所
得
が
低
い
方

得
が
低
い
方
のの

保
険
料
の
負
担
を
軽

保
険
料
の
負
担
を
軽
減減

　
　
年
度
の
介
護
保
険
料
の
見
直

２７
し
に
よ
り
、
所
得
が
低
い
方
の
保

険
料
の
軽
減
割
合
が
大
き
く
な
り

ま
す
。

（※ 2）「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費
　　　を控除した後で、基礎控除や人的控除などを控除する前の所得金額

第1号
被保険者

下記以外の場合

同一世帯の第1号被保険者の
年金収入＋その他の合計所得金額＝（ ）単　　身：280 万円未満

2人以上：346 万円未満給与収入や事業収入か
ら給与所得控除や必要
経費を控除した額

2割負担

1割負担

1割負担
本人の
合計所得金額が
160万円未満

本人の
合計所得金額（※ 2）
が160万円以上

図１　自己負担割合の判定の流れ

図３　利用者負担限度額

介護保険制度の
　　主な変更点をお知らせします
介護保険制度の
　　主な変更点をお知らせします

（※３）同一世帯内に６５歳以上（第１号被保険者）で課税所得１４５万円以上の方がいる場合。ただし、単身世帯で収入が
３８３万円未満、６５歳以上（第１号被保険者）の方が2人以上の世帯で収入の合計が５２０万円未満の場合は、申請に
より「市民税・都民税課税世帯の方」と同様の限度額となります。

２７年７月まで
限度額（月額）所得区分
世帯：３万７,２００円市民税・都民税課税世帯の方
世帯：２万４,６００円世帯全員が市民税・都民税非課税

個人：１万５,０００円
・老齢福祉年金受給者
・前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が８０万円以下の方

個人：１万５,０００円生活保護受給者など

２７年８月から
限度額（月額）所得区分
世帯：４万４,４００円現役並み所得者相当の方（※３）
世帯：３万７,２００円市民税・都民税課税世帯の方
世帯：２万４,６００円世帯全員が市民税・都民税非課税

個人：１万５,０００円
・老齢福祉年金受給者
・前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が８０万円以下の方

個人：１万５,０００円生活保護受給者など

介
護
保
険
の
財
源
構
成
を
変

介
護
保
険
の
財
源
構
成
を
変
更更

　
　
年
度
か
ら
介
護
保
険
の
財
源

２７
の
負
担
割
合
が
、　

歳
以
上
の
方

６５

は　
％
か
ら　
％
へ
、　

歳
～　

２１

２２

４０

６４

歳
の
方
は　
％
か
ら　
％
へ
、
そ

２９

２８

れ
ぞ
れ
変
更
さ
れ
ま
す
。

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の「

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の「
訪訪

問
介
護
」「
通
所
介
護
」

問
介
護
」「
通
所
介
護
」
がが

新
し
い
総
合
事
業
に
移

新
し
い
総
合
事
業
に
移
行行

　
介
護
保
険
制
度
の
改
正
に
よ
り
、

要
支
援
１
・
２
の
「
介
護
予
防
訪

問
介
護
」「
介
護
予
防
通
所
介
護
」

は
、
新
し
い
総
合
事
業
の
「
介
護

予
防・生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
」

な
ど
に
移
行
さ
れ
、
市
で
は　
年
２９

４
月
か
ら
実
施
し
ま
す
。
既
存
の

「
介
護
予
防
訪
問
介
護
」「
介
護
予

防
通
所
介
護
」
の
ほ
か
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
に
よ

る
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま

す
。

第第
６６
期
東
久
留
米
市
高
齢
者
福
祉
計
画

期
東
久
留
米
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・・

介
護
保
険
事
業
計
画
を
策

介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定定


